
                                           

5月 13日提出 埼玉県消費者団体連絡会「食品表示基準等の一部改正案」への意見 

 

意見の表題 意見・理由 

食品表示基準（平成 27 

年内閣府令第 10 号）に

ある食品添加物に用いら

れる「人工」及び「合成」

の文言の削除について 

【意見】 

食品表示基準第 3 条及び別表第６及び第７から、｢人工｣、｢合

成｣を冠した用語を削除する改正案の内容に賛成します。 

【理由】 

｢人工｣、｢合成｣等を冠した用語が使用されることにより、天然・

自然のものは安全で、化学合成された添加物は危険という誤認を

消費者に与えることは以前から指摘されており、すみやかに削除

していただきたい。あわせて、「人口」「合成」の用語を冠した任

意表示についても使われることがないよう要望します。 

 

 

 

                               


